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子どもの貧困対策計画の概要 
 

 

（１）子どもの貧困についての基本的な考え方 

 

厚生労働省発表のデータでは、現在、我が国では、６人に１人の子どもが相対的な貧困状

態1にあります。特に、ひとり親家庭では、半数以上が貧困状態2に該当しています。 

子どもの貧困対策の推進に関する法律の基本理念にもあるように、子どもの貧困対策は、

子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの

将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として

講ずることにより、推進されなければなりません。 

 

■ 子供の貧困対策に関する大綱 

 ～ 全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指して ～ 

基本的な方針（抜粋） 

・ 子どもの貧困対策は、貧困の世代間連鎖を断ち切るとともに、我が国の将来を支える積極的な人材育成策と

して取り組む。 

・ 一般的な子ども関連施策をベースとし、子どもの成育環境や保育・教育条件の整備、改善充実を図る。 

・ 第一に子どもに視点を置いて、その生活や成長を権利として保証する観点から、成長段階に即して切れ目な

く必要な施策が実施されるよう配慮する。 

・ 児童養護施設等に入所している子どもや生活保護世帯の子ども、ひとり親家庭の子どもなど、支援の要する

緊急度の高い子どもに対して、優先的に施策を講じるよう配慮する。 

・ 施策の実施に当たっては、対象となる子どもに対する差別や偏見を助長することがないよう十分留意する。 

 

家庭の経済状況が世帯の子どもの学力や進学に影響し、更に、成人後の就労状況にも影響

し、結果として貧困状態が連鎖してしまうことが問題となっています。 

こうした『貧困の連鎖』の流れを断ち切るため、親の就労支援や子どもへの教育支援など「貧

困から脱却するための未来に向けた支援」が必要です。また、子どもが貧困状態にあることを家

庭の自己責任として放置するのではなく、社会全体として応援・支援できる環境づくりが必要で

す。 

 

 

 

 

 

                                                   
1ここでは、世帯収入から子どもを含む国民一人ひとりの所得を仮に計算し、順番に並べたとき、真ん中の人の額(中央値)の半分(貧困線)に

満たない人の割合を相対的貧困率と呼ぶ。また、子どもの貧困率は、18歳未満でこの貧困線に届かない人の割合を指す。平成 25年の国

民生活基礎調査では、「17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない 17歳以下の子どもの割合」が 16.1%にのぼった。 
2平成 25年の国民生活基礎調査において、現役世帯のうち「大人が一人と 17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員の中で、貧困線

に満たない当該世帯の世帯員の割合が 54.6%にのぼった。 

資料５－１ 
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（２）子どもの貧困を取り巻く近年の動き 

 

平成 25年６月に、子どもの貧困対策の推進施策の基本となる事項を定めた「子どもの貧

困対策の推進に関する法律」が成立し、子どもの貧困に焦点を当てた取り組みが動き始めま

した。 

平成 27年 12月の子どもの貧困対策会議では、具体的に、ひとり親家庭の生活、学び、

仕事、住まいを支援する「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」などが決定さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもの貧困に関する滋賀県の状況 

 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の第九条において、子どもの貧困対策計画策定

の努力義務をおっており、滋賀県では、淡海子ども・若者プラン（平成 27年～平成 31年）

を県の計画として位置付けており、国の大綱に基づく４つの支援について盛り込んでいます。 

 

淡海子ども・若者プラン（平成 27年～平成 31年） 

●具体的な施策の推進  「３ 社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者を支える施策の推進」 

（３）子どもの貧困対策の 

推進 

一定の収入を得て生活の安定を図るための就労支援 

貧困の状況にある子どもを社会的孤立に陥らせないための生活支援 

世帯の生活を下支えするための経済的支援 

子どもの能力および可能性を最大限伸ばすための教育支援 

  

６月 子どもの貧困対策の推進に関する法律 成立・公布 

１月 子どもの貧困対策の推進に関する法律 施行 

８月 子供の貧困対策に関する大綱 閣議決定 

４月 子供の未来応援国民運動 発起人集会 

○子供の未来応援国民運動趣意書を採択 

○総理から、ひとり親家庭の自立支援等のため、施策の充実について、夏を目途にその方

向性をとりまとめ、年末を目途に財源確保を含めた政策パッケージを策定するよう指示 

10月 子供の未来応援国民運動 始動 

○ホームページ（支援情報ポータルサイト、マッチングサイト等）の開設、基金への募金受入
れ開始 

10月 子供の未来応援国民運動発起人会議 

○「子供の未来応援基金への御協力について」を決議 

11月 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循
環の形成に向けて－」をとりまとめ 

12月 子どもの貧困対策会議（「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」を決定） 

６月 ニッポン一億総活躍プラン 閣議決定 

 

平成 26年度 
 

平成 25年度 

平成 26年度 

平成 28年度 

平成 27年度 

「子供の貧困会議」、

「子供の貧困対策に

関する検討会」を経

て… 
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（４）「彦根市子どもの貧困対策計画」の策定について 

 

１ 趣旨 

 子どもの貧困に関しては、平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行

され、同年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。また、平成２８年２月に

は子どもの貧困に対して具体的な策を講じることを目的として、「地域子供の未来応援交付金」が

創設されました。 

 現在本市では、「子どもの貧困」に関しては、平成２７年３月に策定した「彦根市子ども・若者

プラン」の中で、「みんなが共に育つための子ども・若者への支援」での施策として位置付けてい

ますが、プランの策定にあたり実施したニーズ調査では、「子どもの貧困」に視点を置いた質問形

式にはなっていないことから、今回、「子どもの貧困」に視点を置いたアンケート調査を実施し、

その結果を分析し、資源量把握および支援体制の整備計画を策定するものです。 

 なお、対策計画の策定にあたっては、個別計画と

するのではなく、現在の「彦根市子ども・若者プラ

ン」の一部として策定し、プランにおける子どもの

貧困に関する各施策の見直し、施策の追加等を行う

ものです。 

 

 

 

２ 計画期間  平成２９年度から平成３１年度（３か年） 

 

３ 実態調査等 

 ○ 実態調査（別添資料６－１） 

彦根市内に居住する 

小学４～６年生 1,200人（各学年 400人）と中学生 1,200人（各学年 400人） 

   2,400人（無作為抽出、郵送により配布・回収） 

 ○ 資源量調査 

  ・ アンケート形式（別添資料６－２） 

市立保育所・幼稚園、市立小・中学校、市内高校・大学 ４５校（園） 

  ・ ヒアリング形式 

 保育所・幼稚園、小・中学校、市内高校・大学、彦根子ども家庭相談センター、コーポの

ぞみ、民間支援団体、教育委員会（スクールソーシャルワーカー）、福祉保健部（学習支援員、

社会福祉課・子育て支援課 CW） 

※ 保育所・幼稚園、小・中学校、市内高校・大学はアンケート形式の調査結果等から数

校を抽出して実施。 

 ○ 子どもへの聞き取り調査（別添資料６－３） 

  社会福祉課学習支援を利用している子どもや民間支援団体の学習支援を利用している子ども

からの聞き取りの実施 

 

彦根市子ども・若者プラン 

（子ども・子育て支援事業計画） 

（子ども・若者支援計画） 

（母子保健計画） 

（母子及び父子並びに寡婦福祉法自立促進計画） 

（子どもの貧困対策計画）←追加 
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 基本理念 基本視点 施策 

(1)子ども・若者を応援する体制の整備・充実 

(2)子ども・若者育成のための社会環境づくり 

(1)地域における子育て支援の充実 

(1)児童虐待・配偶者への暴力などの防止 

(2)青少年非行の防止 

(3)ひきこもりやニートなどへの支援 

(2)乳幼児の発達と保護者への支援 

子
ど
も
・若
者
の 

健
や
か
な
育
ち
に
向
け
た 

ま
ち
づ
く
り 

子
ど
も
・若
者
の
元
気
を
応
援
す
る
ま
ち 

ひ
こ
ね 

み
ん
な
が
共
に
育
つ
た
め
の 

子
ど
も
・若
者
へ
の
支
援 

(3)安全・安心なまちづくり 

子
ど
も
・若
者
の 

育
ち
に
応
じ
た
支
援 

①子ども・若者支援のネットワークづくり 

②家庭と子ども・若者を応援する地域づくり 

③みんなで子ども・若者を育てるまちづくり 

①体験や交流を重視した学習機会の充実 

②図書館や子どもセンターなどの充実 

③子ども・若者が参加するまちづくり 

①地域の子育て支援サービスの充実 

②家庭・地域の子育て力の向上 

③身近な相談事業の充実 

①就学前の保育・教育の充実 

②学校教育・生涯学習の充実 

③いじめなど問題行動への対応や不登校への支援 

④放課後児童の健全育成 

⑤学齢期・思春期のこころと体の健康づくり 

①自立に向けた意識づくり  ②就労支援の充実 

①児童虐待の防止と対応  ②配偶者に対する暴力の防止と対応 

①青少年非行の防止  ②有害環境や遊技場などへの対策 

①ひきこもりへの支援  ②ニート・フリーターへの支援 

①障害のある子ども・若者などへの支援  ②障害のある子どものへ発達支援 

①妊婦やその家族への支援  ②不妊への支援 

③子育ての経済的負担への支援  ④企業・事業所に対する啓発 

①乳幼児のこころと体の発達への支援  ②保護者への支援 

①身近で安心できる医療  ②安全・安心な地域づくり 

(3)自立に向けた支援 
 

(2)保育・教育の充実 

(4)障害のある子ども・若者への支援 

①ひとり親家庭への支援  ②外国人住民への支援 

③子どもの貧困問題への対応 

(5)ひとり親家庭など、家庭の状況に応じた支援 

(1)安心して出産・子育てができる環境づくり 
子
ど
も
・若
者
と 

子
育
て
家
庭
に
や
さ
し
い 

ま
ち
づ
く
り 

「彦根市子ども・若者プラン」における子どもの貧困対策に関わる施策を整理・追加しな

がら、「彦根市子ども・若者プラン」の一部として「彦根市子どもの貧困対策計画」を策定し、

彦根市としての子どもの貧困対策を推進していきます。 

 

■彦根市子ども・若者プランの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行の子ども・若者プラン】 

（３）自立に向けた支援 

（５）ひとり親家庭など、家庭の状況に応じた支援 

●自立に困難を有する子ども・若者一人ひとりの状況に即した支援の展開 

●ひとり親家庭への経済的支援、相談支援 

●自立の前提となる子どもの学びへの支援、就学・就労など、社会環境による生活困窮リスクの軽減 

●学校を窓口とした関係機関との連携 

 

見直しの視点②  困難な状況にある家庭の自立に向けた支援と「貧困層」の把握 

●生活困窮者や生活保護受給者へのハローワークと福祉事務所等のチーム体制での支援の実施の検討 

●学習支援等、子どもにとって将来の自立に向けたロールモデルとなる大人と関わる機会の創出 

●ひとり親家庭等困難を抱えやすい家庭に対する生活・就労・子育て支援等の相談窓口のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化 

●施策の対象となる貧困状態にある子どもの把握  等 

【現行の子ども・若者プラン】 

（1）子ども・若者を応援する体制の整備・充実 

●子ども・若者にとって「最善の利益」を実

現するため、家庭・地域・学校など、様々

な分野が連携して包括的な支援ネットワ

ークを構築 

 

見直しの視点① 

困難な状況にある子どもやその保護者を 

適切な支援に結びつけるための体制づくり 

●現代の貧困は見た目で分かりづらく、複

雑な問題を抱えた多様なケースが多い 

●教育・福祉分野等の関係課・地域の支援

団体等が子どもの貧困に関する知識を深

め、連携して取り組むための体制強化 等 


